
議案４１－1

第４１号議案

久留米市立小中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

上記の議案を提出する。

平成２４年７月３０日

教育長  堤 正則

提案理由

町の区域の設定に伴い、通学区域に係る規定の整理を行おうとするものであ

る。



議案４１－2

久留米市立小中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

久留米市立小中学校の通学区域に関する規則（平成１７年久留米市教育委員

会規則第２５号）の一部を次のように改正する。

別表第１金丸の項中「西町の一部」の次に「、花畑一丁目、花畑二丁目、花

畑三丁目」を加える。

別表第２諏訪の項中「野中町の一部」の次に「、花畑一丁目、花畑二丁目、

花畑三丁目」を加える。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。



議案４１－資料1

久留米市立小中学校の通学区域に関する規則（平成１７年教育委員会規則第２５号）新旧対照表

現行 改正後（案）

○久留米市立小中学校の通学区域に関する規則 ○久留米市立小中学校の通学区域に関する規則

平成１７年２月４日 平成１７年２月４日

久留米市教育委員会規則第２５号 久留米市教育委員会規則第２５号

改正 平成１７年 ５月２５日教育委員会規則第５２号 改正 平成１７年 ５月２５日教育委員会規則第５２号

平成１９年 ３月１９日教育委員会規則第 １号 平成１９年 ３月１９日教育委員会規則第 １号

（目的） （目的）

第１条 この規則は、久留米市立の小学校及び中学校の

通学区域を定めるところにより学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号）第５条第２項及び第６条の

規定を実施することを目的とする。

第１条 この規則は、久留米市立の小学校及び中学校の

通学区域を定めるところにより学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号）第５条第２項及び第６条の

規定を実施することを目的とする。

（通学区域） （通学区域）

第２条 小学校の通学区域は、別表第１のとおりとする。 第２条 小学校の通学区域は、別表第１のとおりとする。

２ 中学校の通学区域は別表第２のとおりとする。 ２ 中学校の通学区域は別表第２のとおりとする。

（指定） （指定）

第３条 学校教育法施行令第５条第２項及び第６条の規

定による就学予定者が就学すべき小学校又は中学校の

指定は、原則として当該就学予定者の住所地を通学区

域とする小学校又は中学校とする。

第３条 学校教育法施行令第５条第２項及び第６条の規

定による就学予定者が就学すべき小学校又は中学校の

指定は、原則として当該就学予定者の住所地を通学区

域とする小学校又は中学校とする。

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が別に定めるとこ

ろにより、当該就学予定者の住所地を通学区域とする

小学校又は中学校以外の小学校又は中学校を指定する

ことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が別に定めるとこ

ろにより、当該就学予定者の住所地を通学区域とする

小学校又は中学校以外の小学校又は中学校を指定する

ことができる。

（平１７教規則５２・追加） （平１７教規則５２・追加）

（委任） （委任）

第４条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が

別に定める。

第４条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が

別に定める。

（平１７教規則５２・旧第３条繰下） （平１７教規則５２・旧第３条繰下）

附 則 附 則

この規則は、平成１７年２月５日から施行する。 この規則は、平成１７年２月５日から施行する。

附 則（平成１７年５月２５日教育委員会規則第

５２号）

附 則（平成１７年５月２５日教育委員会規則第

５２号）

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１９年３月１９日教育委員会規則第

１号）

附 則（平成１９年３月１９日教育委員会規則第

１号）

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

（平１９教規則１・一部改正） （平１９教規則１・一部改正）
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久留米市立小学校通学区域 久留米市立小学校通学区域

校名 町名

西国分 国分町の一部、篠原町の一部、諏訪野町の一部、

天神町の一部、西町の一部、野中町の一部、東

町の一部

荘島 荘島町の一部、白山町の一部、中央町の一部、

日吉町の一部、本町の一部、松ケ枝町

日吉 櫛原町の一部、中央町の一部、天神町の一部、

通町の一部、東町の一部、日吉町の一部、六ツ

門町の一部

篠山 旭町、洗町、小森野町の一部、篠山町、城南町、

中央町の一部、東櫛原町の一部、日ノ出町

京町 大石町、京町、荘島町の一部、白山町の一部、

瀬下町、縄手町

南薫 大手町、櫛原町の一部、篠原町の一部、諏訪野

町の一部、寺町、天神町の一部、東和町、通東

町、通外町、通町の一部、南薫西町、南薫町、

野中町の一部、東櫛原町の一部、東町の一部、

百年公園の一部、蛍川町

鳥飼 梅満町の一部、白山町の一部、津福本町の一部

長門石 長門石一丁目、長門石二丁目、長門石三丁目、

長門石四丁目、長門石五丁目、長門石町

小森野 小森野一丁目、小森野二丁目、小森野三丁目、

小森野四丁目、小森野五丁目、小森野六丁目、

小森野七丁目、小森野町の一部、高野一丁目、

高野二丁目、高野町

金丸 梅満町の一部、小頭町、津福本町の一部、西町

の一部、原古賀町、東町の一部、本町の一部、

六ツ門町の一部

東国分 国分町の一部、野中町の一部

御井 野中町の一部、御井朝妻一丁目、御井旗崎一丁

目、御井旗崎二丁目、御井旗崎三丁目、御井旗

崎四丁目、御井旗崎五丁目、御井町の一部、山

川町の一部

南 荒木町白口の一部、江戸屋敷一丁目、江戸屋敷

校名 町名

西国分 国分町の一部、篠原町の一部、諏訪野町の一部、

天神町の一部、西町の一部、野中町の一部、東

町の一部

荘島 荘島町の一部、白山町の一部、中央町の一部、

日吉町の一部、本町の一部、松ケ枝町

日吉 櫛原町の一部、中央町の一部、天神町の一部、

通町の一部、東町の一部、日吉町の一部、六ツ

門町の一部

篠山 旭町、洗町、小森野町の一部、篠山町、城南町、

中央町の一部、東櫛原町の一部、日ノ出町

京町 大石町、京町、荘島町の一部、白山町の一部、

瀬下町、縄手町

南薫 大手町、櫛原町の一部、篠原町の一部、諏訪野

町の一部、寺町、天神町の一部、東和町、通東

町、通外町、通町の一部、南薫西町、南薫町、

野中町の一部、東櫛原町の一部、東町の一部、

百年公園の一部、蛍川町

鳥飼 梅満町の一部、白山町の一部、津福本町の一部

長門石 長門石一丁目、長門石二丁目、長門石三丁目、

長門石四丁目、長門石五丁目、長門石町

小森野 小森野一丁目、小森野二丁目、小森野三丁目、

小森野四丁目、小森野五丁目、小森野六丁目、

小森野七丁目、小森野町の一部、高野一丁目、

高野二丁目、高野町

金丸 梅満町の一部、小頭町、津福本町の一部、西町

の一部、花畑一丁目、花畑二丁目、花畑三丁目、

原古賀町、東町の一部、本町の一部、六ツ門町

の一部

東国分 国分町の一部、野中町の一部

御井 野中町の一部、御井朝妻一丁目、御井旗崎一丁

目、御井旗崎二丁目、御井旗崎三丁目、御井旗

崎四丁目、御井旗崎五丁目、御井町の一部、山

川町の一部

南 荒木町白口の一部、江戸屋敷一丁目、江戸屋敷
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二丁目、上津町の一部、国分町の一部、津福今

町の一部、津福本町の一部、西町の一部、南一

丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南町

合川 合川町、朝妻町、新合川一丁目、新合川二丁目、

東合川一丁目、東合川二丁目、東合川三丁目、

東合川四丁目、東合川五丁目、東合川六丁目、

東合川七丁目、東合川八丁目、東合川九丁目、

東合川新町、東合川干出町、東合川町、百年公

園の一部

山川 太郎原町、山川安居野一丁目、山川安居野二丁

目、山川安居野三丁目、山川市ノ上町、山川追

分一丁目、山川追分二丁目、山川沓形町、山川

神代一丁目、山川神代二丁目、山川神代三丁目、

山川野口町、山川町の一部

上津 荒木町藤田の一部、上津一丁目、上津二丁目、

上津町の一部、国分町の一部、野伏間一丁目の

一部、藤光一丁目、藤光町、藤山町、本山一丁

目、本山二丁目

高良内 高良内町、御井町の一部

宮ノ陣 宮ノ陣一丁目、宮ノ陣二丁目、宮ノ陣三丁目、

宮ノ陣四丁目、宮ノ陣五丁目、宮ノ陣六丁目、

宮ノ陣町大杜、宮ノ陣町五郎丸、宮ノ陣町八丁

島、宮ノ陣町宮瀬、宮ノ陣町若松

山本 山本町豊田、山本町耳納

草野 草野町草野、草野町紅桃林、草野町矢作、草野

町吉木

安武 安武町住吉、安武町武島、安武町安武本の一部

荒木 荒木町荒木、荒木町今、荒木町下荒木、荒木町

白口の一部、荒木町藤田の一部、野伏間一丁目

の一部

大善寺 大善寺大橋一丁目、大善寺町黒田、大善寺町中

津、大善寺町藤吉、大善寺町宮本の一部、大善

寺町夜明、大善寺南一丁目、大善寺南二丁目

善導寺 善導寺町飯田、善導寺町木塚、善導寺町島、善

導寺町与田

大橋 大橋町合楽、大橋町常持、大橋町蜷川

二丁目、上津町の一部、国分町の一部、津福今

町の一部、津福本町の一部、西町の一部、南一

丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南町

合川 合川町、朝妻町、新合川一丁目、新合川二丁目、

東合川一丁目、東合川二丁目、東合川三丁目、

東合川四丁目、東合川五丁目、東合川六丁目、

東合川七丁目、東合川八丁目、東合川九丁目、

東合川新町、東合川干出町、東合川町、百年公

園の一部

山川 太郎原町、山川安居野一丁目、山川安居野二丁

目、山川安居野三丁目、山川市ノ上町、山川追

分一丁目、山川追分二丁目、山川沓形町、山川

神代一丁目、山川神代二丁目、山川神代三丁目、

山川野口町、山川町の一部

上津 荒木町藤田の一部、上津一丁目、上津二丁目、

上津町の一部、国分町の一部、野伏間一丁目の

一部、藤光一丁目、藤光町、藤山町、本山一丁

目、本山二丁目

高良内 高良内町、御井町の一部

宮ノ陣 宮ノ陣一丁目、宮ノ陣二丁目、宮ノ陣三丁目、

宮ノ陣四丁目、宮ノ陣五丁目、宮ノ陣六丁目、

宮ノ陣町大杜、宮ノ陣町五郎丸、宮ノ陣町八丁

島、宮ノ陣町宮瀬、宮ノ陣町若松

山本 山本町豊田、山本町耳納

草野 草野町草野、草野町紅桃林、草野町矢作、草野

町吉木

安武 安武町住吉、安武町武島、安武町安武本の一部

荒木 荒木町荒木、荒木町今、荒木町下荒木、荒木町

白口の一部、荒木町藤田の一部、野伏間一丁目

の一部

大善寺 大善寺大橋一丁目、大善寺町黒田、大善寺町中

津、大善寺町藤吉、大善寺町宮本の一部、大善

寺町夜明、大善寺南一丁目、大善寺南二丁目

善導寺 善導寺町飯田、善導寺町木塚、善導寺町島、善

導寺町与田

大橋 大橋町合楽、大橋町常持、大橋町蜷川
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青峰 青峰一丁目、青峰二丁目、青峰三丁目

津福 荒木町白口の一部、大善寺町宮本の一部、津福

今町の一部、津福本町の一部、野伏間一丁目の

一部、安武町安武本の一部

船越 田主丸町秋成の一部、田主丸町鷹取、田主丸町

長栖、田主丸町船越の一部、田主丸町吉本

水分 田主丸町秋成の一部、田主丸町常盤の一部、田

主丸町豊城の一部、田主丸町野田の一部、田主

丸町殖木の一部、田主丸町船越の一部

柴刈 田主丸町朝森、田主丸町恵利、田主丸町菅原、

田主丸町八幡

川会 田主丸町以真恵、田主丸町上原の一部、田主丸

町志塚島、田主丸町竹野の一部、田主丸町牧

竹野 田主丸町竹野の一部、田主丸町地徳の一部、田

主丸町中尾

水縄 田主丸町石垣の一部、田主丸町地徳の一部、田

主丸町益生田の一部、田主丸町森部

田主丸 田主丸町石垣の一部、田主丸町上原の一部、田

主丸町田主丸、田主丸町常盤の一部、田主丸町

豊城の一部、田主丸町野田の一部、田主丸町殖

木の一部、田主丸町益生田の一部

北野 北野町今山、北野町上弓削の一部、北野町高良

の一部、北野町十郎丸、北野町陣屋、北野町千

代島、北野町中、北野町中島の一部

弓削 北野町石崎、北野町上弓削の一部、北野町高良

の一部、北野町鳥巣

大城 北野町赤司、北野町稲数、北野町大城、北野町

乙丸、北野町乙吉、北野町金島の一部、北野町

塚島、北野町中島の一部、北野町仁王丸

金島 北野町金島の一部、北野町冨多、北野町中川、

北野町八重亀

城島 城島町内野、城島町江上上の一部、城島町江島

の一部、城島町大依の一部、城島町城島、城島

町楢津、城島町浜、城島町六町原の一部

下田 城島町芦塚、城島町下田

青木 城島町青木島、城島町江島の一部、城島町上青

青峰 青峰一丁目、青峰二丁目、青峰三丁目

津福 荒木町白口の一部、大善寺町宮本の一部、津福

今町の一部、津福本町の一部、野伏間一丁目の

一部、安武町安武本の一部

船越 田主丸町秋成の一部、田主丸町鷹取、田主丸町

長栖、田主丸町船越の一部、田主丸町吉本

水分 田主丸町秋成の一部、田主丸町常盤の一部、田

主丸町豊城の一部、田主丸町野田の一部、田主

丸町殖木の一部、田主丸町船越の一部

柴刈 田主丸町朝森、田主丸町恵利、田主丸町菅原、

田主丸町八幡

川会 田主丸町以真恵、田主丸町上原の一部、田主丸

町志塚島、田主丸町竹野の一部、田主丸町牧

竹野 田主丸町竹野の一部、田主丸町地徳の一部、田

主丸町中尾

水縄 田主丸町石垣の一部、田主丸町地徳の一部、田

主丸町益生田の一部、田主丸町森部

田主丸 田主丸町石垣の一部、田主丸町上原の一部、田

主丸町田主丸、田主丸町常盤の一部、田主丸町

豊城の一部、田主丸町野田の一部、田主丸町殖

木の一部、田主丸町益生田の一部

北野 北野町今山、北野町上弓削の一部、北野町高良

の一部、北野町十郎丸、北野町陣屋、北野町千

代島、北野町中、北野町中島の一部

弓削 北野町石崎、北野町上弓削の一部、北野町高良

の一部、北野町鳥巣

大城 北野町赤司、北野町稲数、北野町大城、北野町

乙丸、北野町乙吉、北野町金島の一部、北野町

塚島、北野町中島の一部、北野町仁王丸

金島 北野町金島の一部、北野町冨多、北野町中川、

北野町八重亀

城島 城島町内野、城島町江上上の一部、城島町江島

の一部、城島町大依の一部、城島町城島、城島

町楢津、城島町浜、城島町六町原の一部

下田 城島町芦塚、城島町下田

青木 城島町青木島、城島町江島の一部、城島町上青
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木の一部、城島町下青木、城島町四郎丸、城島

町西青木

江上 城島町江上、城島町江上上の一部、城島町江上

本、城島町江島の一部、城島町大依の一部、城

島町上青木の一部、城島町原中牟田、城島町六

町原の一部

浮島 城島町浮島

犬塚 三潴町生岩、三潴町壱町原、三潴町清松、三潴

町高三潴の一部、三潴町玉満、三潴町福光

三潴 三潴町草場、三潴町高三潴の一部、三潴町田川、

三潴町早津崎、三潴町原田

西牟田 三潴町西牟田

木の一部、城島町下青木、城島町四郎丸、城島

町西青木

江上 城島町江上、城島町江上上の一部、城島町江上

本、城島町江島の一部、城島町大依の一部、城

島町上青木の一部、城島町原中牟田、城島町六

町原の一部

浮島 城島町浮島

犬塚 三潴町生岩、三潴町壱町原、三潴町清松、三潴

町高三潴の一部、三潴町玉満、三潴町福光

三潴 三潴町草場、三潴町高三潴の一部、三潴町田川、

三潴町早津崎、三潴町原田

西牟田 三潴町西牟田

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

（平１９教規則１・一部改正） （平１９教規則１・一部改正）

久留米市立中学校通学区域 久留米市立中学校通学区域

校名 町名

城南 旭町、洗町、大石町、京町、櫛原町の一部、小

森野一丁目、小森野二丁目、小森野三丁目、小

森野四丁目の一部、小森野五丁目、小森野町、

篠山町、荘島町の一部、城南町、白山町の一部、

瀬下町、中央町の一部、通町の一部、長門石一

丁目、長門石二丁目、長門石三丁目、長門石四

丁目、長門石五丁目、長門石町、縄手町、東櫛

原町の一部、日ノ出町、日吉町の一部、六ツ門

町の一部

江南 梅満町の一部、小頭町の一部、荘島町の一部、

白山町の一部、中央町の一部、津福今町の一部、

津福本町の一部、原古賀町の一部、日吉町の一

部、本町、松ケ枝町、六ツ門町の一部、安武町

安武本の一部

櫛原 大手町、櫛原町の一部、小森野四丁目の一部、

小森野六丁目、小森野七丁目、篠原町の一部、

諏訪野町の一部、高野一丁目、高野二丁目、高

野町、寺町、天神町の一部、東和町、通東町、

通外町、通町の一部、南薫西町、南薫町、野中

町の一部、東櫛原町の一部、東町の一部、百年

公園の一部、蛍川町

校名 町名

城南 旭町、洗町、大石町、京町、櫛原町の一部、小

森野一丁目、小森野二丁目、小森野三丁目、小

森野四丁目の一部、小森野五丁目、小森野町、

篠山町、荘島町の一部、城南町、白山町の一部、

瀬下町、中央町の一部、通町の一部、長門石一

丁目、長門石二丁目、長門石三丁目、長門石四

丁目、長門石五丁目、長門石町、縄手町、東櫛

原町の一部、日ノ出町、日吉町の一部、六ツ門

町の一部

江南 梅満町の一部、小頭町の一部、荘島町の一部、

白山町の一部、中央町の一部、津福今町の一部、

津福本町の一部、原古賀町の一部、日吉町の一

部、本町、松ケ枝町、六ツ門町の一部、安武町

安武本の一部

櫛原 大手町、櫛原町の一部、小森野四丁目の一部、

小森野六丁目、小森野七丁目、篠原町の一部、

諏訪野町の一部、高野一丁目、高野二丁目、高

野町、寺町、天神町の一部、東和町、通東町、

通外町、通町の一部、南薫西町、南薫町、野中

町の一部、東櫛原町の一部、東町の一部、百年

公園の一部、蛍川町
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牟田山 荒木町白口の一部、江戸屋敷一丁目、江戸屋敷

二丁目、上津町の一部、国分町の一部、津福今

町の一部、津福本町の一部、西町の一部、南一

丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南町

諏訪 梅満町の一部、小頭町の一部、国分町の一部、

篠原町の一部、諏訪野町の一部、津福本町の一

部、天神町の一部、通町の一部、西町の一部、

野中町の一部、原古賀町の一部、東町の一部、

日吉町の一部、六ツ門町の一部

良山 合川町、朝妻町、新合川一丁目、新合川二丁目、

太郎原町、野中町の一部、東合川一丁目、東合

川二丁目、東合川三丁目、東合川四丁目、東合

川五丁目、東合川六丁目、東合川七丁目、東合

川八丁目、東合川九丁目、東合川新町、東合川

干出町、東合川町、百年公園の一部、御井朝妻

一丁目、御井旗崎一丁目、御井旗崎二丁目、御

井旗崎三丁目、御井旗崎四丁目、御井旗崎五丁

目、御井町の一部、山川安居野一丁目、山川安

居野二丁目、山川安居野三丁目、山川市ノ上町、

山川追分一丁目、山川追分二丁目、山川沓形町、

山川神代一丁目、山川神代二丁目、山川神代三

丁目、山川野口町、山川町

明星 上津町の一部、高良内町の一部、国分町の一部、

野中町の一部

宮ノ陣 宮ノ陣一丁目、宮ノ陣二丁目、宮ノ陣三丁目、

宮ノ陣四丁目、宮ノ陣五丁目、宮ノ陣六丁目、

宮ノ陣町大杜、宮ノ陣町五郎丸、宮ノ陣町八丁

島、宮ノ陣町宮瀬、宮ノ陣町若松

荒木 荒木町荒木、荒木町今、荒木町下荒木、荒木町

白口の一部、荒木町藤田の一部、野伏間一丁目

の一部、藤光町の一部

筑邦西 大善寺大橋一丁目、大善寺町黒田、大善寺町中

津、大善寺町藤吉、大善寺町宮本、大善寺町夜

明、大善寺南一丁目、大善寺南二丁目、安武町

住吉、安武町武島、安武町安武本の一部

屏水 大橋町合楽、大橋町常持、大橋町蜷川、草野町

牟田山 荒木町白口の一部、江戸屋敷一丁目、江戸屋敷

二丁目、上津町の一部、国分町の一部、津福今

町の一部、津福本町の一部、西町の一部、南一

丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南町

諏訪 梅満町の一部、小頭町の一部、国分町の一部、

篠原町の一部、諏訪野町の一部、津福本町の一

部、天神町の一部、通町の一部、西町の一部、

野中町の一部、花畑一丁目、花畑二丁目、花畑

三丁目、原古賀町の一部、東町の一部、日吉町

の一部、六ツ門町の一部

良山 合川町、朝妻町、新合川一丁目、新合川二丁目、

太郎原町、野中町の一部、東合川一丁目、東合

川二丁目、東合川三丁目、東合川四丁目、東合

川五丁目、東合川六丁目、東合川七丁目、東合

川八丁目、東合川九丁目、東合川新町、東合川

干出町、東合川町、百年公園の一部、御井朝妻

一丁目、御井旗崎一丁目、御井旗崎二丁目、御

井旗崎三丁目、御井旗崎四丁目、御井旗崎五丁

目、御井町の一部、山川安居野一丁目、山川安

居野二丁目、山川安居野三丁目、山川市ノ上町、

山川追分一丁目、山川追分二丁目、山川沓形町、

山川神代一丁目、山川神代二丁目、山川神代三

丁目、山川野口町、山川町

明星 上津町の一部、高良内町の一部、国分町の一部、

野中町の一部

宮ノ陣 宮ノ陣一丁目、宮ノ陣二丁目、宮ノ陣三丁目、

宮ノ陣四丁目、宮ノ陣五丁目、宮ノ陣六丁目、

宮ノ陣町大杜、宮ノ陣町五郎丸、宮ノ陣町八丁

島、宮ノ陣町宮瀬、宮ノ陣町若松

荒木 荒木町荒木、荒木町今、荒木町下荒木、荒木町

白口の一部、荒木町藤田の一部、野伏間一丁目

の一部、藤光町の一部

筑邦西 大善寺大橋一丁目、大善寺町黒田、大善寺町中

津、大善寺町藤吉、大善寺町宮本、大善寺町夜

明、大善寺南一丁目、大善寺南二丁目、安武町

住吉、安武町武島、安武町安武本の一部

屏水 大橋町合楽、大橋町常持、大橋町蜷川、草野町
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草野、草野町紅桃林、草野町矢作、草野町吉木、

善導寺町飯田、善導寺町木塚、善導寺町島、善

導寺町与田、山本町豊田、山本町耳納

青陵 荒木町藤田の一部、上津一丁目、上津二丁目、

上津町の一部、国分町の一部、野伏間一丁目の

一部、藤光一丁目、藤光町の一部、藤山町、本

山一丁目、本山二丁目

高牟礼 高良内町の一部、青峰一丁目、青峰二丁目、青

峰三丁目、御井町の一部

田主丸 田主丸町秋成、田主丸町朝森、田主丸町石垣、

田主丸町以真恵、田主丸町恵利、田主丸町上原、

田主丸町志塚島、田主丸町菅原、田主丸町鷹取、

田主丸町竹野、田主丸町田主丸、田主丸町地徳、

田主丸町常盤、田主丸町豊城、田主丸町中尾、

田主丸町長栖、田主丸町野田、田主丸町殖木、

田主丸町船越、田主丸町牧、田主丸町益生田、

田主丸町森部、田主丸町八幡、田主丸町吉本

北野 北野町赤司、北野町石崎、北野町稲数、北野町

今山、北野町大城、北野町乙丸、北野町乙吉、

北野町金島、北野町上弓削、北野町高良、北野

町十郎丸、北野町陣屋、北野町千代島、北野町

塚島、北野町冨多、北野町鳥巣、北野町中、北

野町中川、北野町中島、北野町仁王丸、北野町

八重亀

城島 城島町青木島、城島町芦塚、城島町浮島、城島

町内野、城島町江上、城島町江上上、城島町江

上本、城島町江島、城島町大依、城島町上青木、

城島町下青木、城島町下田、城島町四郎丸、城

島町城島、城島町楢津、城島町西青木、城島町

浜、城島町原中牟田、城島町六町原

三潴 三潴町生岩、三潴町壱町原、三潴町清松、三潴

町草場、三潴町高三潴、三潴町田川、三潴町玉

満、三潴町西牟田、三潴町早津崎、三潴町原田、

三潴町福光

草野、草野町紅桃林、草野町矢作、草野町吉木、

善導寺町飯田、善導寺町木塚、善導寺町島、善

導寺町与田、山本町豊田、山本町耳納

青陵 荒木町藤田の一部、上津一丁目、上津二丁目、

上津町の一部、国分町の一部、野伏間一丁目の

一部、藤光一丁目、藤光町の一部、藤山町、本

山一丁目、本山二丁目

高牟礼 高良内町の一部、青峰一丁目、青峰二丁目、青

峰三丁目、御井町の一部

田主丸 田主丸町秋成、田主丸町朝森、田主丸町石垣、

田主丸町以真恵、田主丸町恵利、田主丸町上原、

田主丸町志塚島、田主丸町菅原、田主丸町鷹取、

田主丸町竹野、田主丸町田主丸、田主丸町地徳、

田主丸町常盤、田主丸町豊城、田主丸町中尾、

田主丸町長栖、田主丸町野田、田主丸町殖木、

田主丸町船越、田主丸町牧、田主丸町益生田、

田主丸町森部、田主丸町八幡、田主丸町吉本

北野 北野町赤司、北野町石崎、北野町稲数、北野町

今山、北野町大城、北野町乙丸、北野町乙吉、

北野町金島、北野町上弓削、北野町高良、北野

町十郎丸、北野町陣屋、北野町千代島、北野町

塚島、北野町冨多、北野町鳥巣、北野町中、北

野町中川、北野町中島、北野町仁王丸、北野町

八重亀

城島 城島町青木島、城島町芦塚、城島町浮島、城島

町内野、城島町江上、城島町江上上、城島町江

上本、城島町江島、城島町大依、城島町上青木、

城島町下青木、城島町下田、城島町四郎丸、城

島町城島、城島町楢津、城島町西青木、城島町

浜、城島町原中牟田、城島町六町原

三潴 三潴町生岩、三潴町壱町原、三潴町清松、三潴

町草場、三潴町高三潴、三潴町田川、三潴町玉

満、三潴町西牟田、三潴町早津崎、三潴町原田、

三潴町福光



議案４１－資料８

資料

久留米市立小中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

平成２２年１月に、久留米都市計画事業花畑駅周辺土地区画整理事業に伴い、

西町及び津福本町の一部について、「花畑一丁目」「花畑二丁目」「花畑三丁目」

として町の区域の設定が行われたが、対応する小学校区、中学校区の設定が漏

れていたため、今回設定しようとするものである。

小学校区については、当該地区はすべて金丸小学校区のため「花畑一丁目」「花

畑二丁目」「花畑三丁目」については金丸小学校区とする。

中学校区については、当該地区はすべて諏訪中学校区のため「花畑一丁目」「花

畑二丁目」「花畑三丁目」については諏訪中校区とする。



議案４２－１

第４２号議案

久留米市立高等学校学則の一部を改正する規則

上記の議案を提出する。

平成２４年７月３０日

教育長  堤 正則

提案理由

平成２５年度から久留米商業高等学校の学科を統合するため、久留米市立高

等学校学則の一部を改正しようとするものである。



議案４２－２

久留米市立高等学校学則の一部を改正する規則

久留米市立高等学校学則（昭和３２年久留米市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。

別表１の項を次のように改める。

１ 久留米市立久留米商

業高等学校

全日制 経営科

学科

２４０人 ３年

第１号様式記入上の注意第１項中「（経営ビジネス科）又は（情報

ビジネス科）」を「（経営科学科）」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、平成２５年３月３１日以前から引き続き在

学する者に係る別表及び第１号様式の規定の適用については、なお

従前の例による。

３ この規則の施行の日以後に第１学年の途中若しくは第２学年以上

に入学し、転学し、又は復学しようとする者に係る別表及び第１号

様式の規定の適用については、その者が属することとなる学年に在

学している者と同様とする。



議案４２－資料 1

久留米市立高等学校学則の一部を改正する規則新旧対照表

旧 新

○久留米市立高等学校学則 (抜粋)

(課程等)

第２条 高等学校の課程、学科、募集定員、修業年限は、別表のとおりとする。

略

別表（第２条関係）

番号 名称 課程 学科 募集定員 修業年限

経営ビジ

ネス科

１２０人１ 久留米市立久留米商業高

等学校

全日制

情報ビジ

ネス科

１２０人

３年

２ 久留米市立南筑高等学校 全日制 普通科 ２４０人 ３年

略

○久留米市立高等学校学則 (抜粋)

(課程等)

第２条 高等学校の課程、学科、募集定員、修業年限は、別表のとおりとする。

略

別表（第２条関係）

番号 名称 課程 学科 募集定員 修業年限

１ 久留米市立久留米商業高

等学校

全日制 経営科学

科

２４０人 ３年

２ 久留米市立南筑高等学校 全日制 普通科 ２４０人 ３年

略



議案４２－資料 2

第１号様式（第９条関係）

第  号

卒 業 証 書

割印

氏        名

年  月  日生

校 印

上記の者本校において高等学校（甲）の課程を修了したことを証する。

年  月  日

久留米市立   高等学校長   氏          名  印

記入上の注意

１ 本文（甲）は久留米市立久留米商業高等学校では（経営ビジネス科）又は（情報ビジ

ネス科）とし、久留米市立南筑高等学校では（普通科）とする。

２ 証書番号は一連番号とし、証書授与台帳を調製する。

略

第１号様式（第９条関係）

第  号

卒 業 証 書

割印

氏        名

年  月  日生

校 印

上記の者本校において高等学校（甲）の課程を修了したことを証する。

年  月  日

久留米市立   高等学校長   氏          名  印

記入上の注意

１ 本文（甲）は久留米市立久留米商業高等学校では（経営科学科）とし、久留米市立南

筑高等学校では（普通科）とする。

２ 証書番号は一連番号とし、証書授与台帳を調製する。

略



H24.6.15からH24.7.18  受付分まで

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1 平成24年6月10日（日）
第67回福岡県合唱連盟
福岡支部合唱祭

福岡県合唱連盟福岡支部石橋文化ホール 後援★
生涯学習推
進課

2
平成24年6月12日（火）
～6月17日（日）

直木賞受賞　葉室麟の
世界

株式会社ハイマート久
留米

久留米市一番街多目的
ギャラリー

後援★
生涯学習推
進課

3 平成24年6月23日（土） 脳から見た絆
久留米市女性の会婦人
会連絡協議会

えーるピア久留米視聴
覚ホール

後援
生涯学習推
進課

4 平成24年6月24日（日）
平成24年度少年団体指導
者研修会・プレイリーダー
研修2級

福岡県教育庁北筑後教
育事務所

えーるピア久留米体育
館･研修室

共催
生涯学習推
進課

5
平成24年6月25日（月）
～7月1日（日）

久留米大学学術文化執
行委員会学術文化発表
週間

久留米大学芸術文化執行委員会
久留米大学御井学舎、
石橋文化センター

後援
生涯学習推
進課

6
平成24年7月5日（木）～
9月10日（月）

第20回みんなのバス電
車絵画コンクール

読売新聞西部本社
展示･表彰式　ソラリアプ
ラザ1階ゼファ

後援
生涯学習推
進課

7
平成24年7月7日（土）～
10月14日（日）

特別展「あなたに見せた
い絵があります。」ブリ
ヂストン美術館開館60
周年を祝う2

石橋財団石橋美術館 石橋美術館 後援
生涯学習推
進課

8 平成24年7月14日（土）

久留米市民会館自主文
化事業　くるめ市民劇団
ほとめき倶楽部中間発
表会

久留米市民会館
久留米市民会館小ホー
ル

後援
生涯学習推
進課

9 平成24年7月16日（月）
歌の会（「昭和の歌」特
別会）

父祖の歌をなぞる市民
の会

荘島コミュニティセンター
2階大ホール

後援
生涯学習推
進課

10
平成24年7月20日（金）、
7月21日（土）

第44回ブリヂストン吹奏
楽団久留米　久留米演
奏会（市民に贈る吹奏
楽の夕べ）

ブリヂストン吹奏楽団久
留米

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

11
平成24年7月21日（土）
～7月29日（日）

第1回福島の子どもたち
を”ちくご”でおもいっきり
夏休み招待

福島の子どもたちを”ち
くご”でおもいっきり夏休
み招待実行委員会

筑後地区 後援★
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1



12
平成24年7月21日（土）、
7月22日（日）

久留米市民会館自主文
化事業・劇づくりワーク
ショップ

久留米市民会館
久留米市民会館大ホー
ル

後援
生涯学習推
進課

13
平成24年7月28日（土）

13:40～16:40
第48回高良山国語教育研究
会

久留米市高良山国語教育研
究会

久留米市立金丸小学校　視聴
覚室

後援 学校教育課

14

平成24年7月28日（土）～29日
（日）

平成24年8月24日（金）～25日
（土）

9:00～17:00

久留米市心理リハビリテイショ
ン　夏期集中訓練会

久留米市心理リハビリテイショ
ン研究会

久留米市総合福祉会館 後援 学校教育課

15 平成24年7月29日（日） 第16回研究生発表会 フジタバレエ研究所 久留米市民会館 後援
生涯学習推
進課

16 平成24年7月29日（日）
いもっ子流「世代交流の
子育て」

いもっ子の会
久留米ふれあい農業公
園

後援★
生涯学習推
進課

17 平成24年7月29日（日）
久留米市民オーケストラ
第16回サマーコンサート

久留米市民オーケストラ
石橋文化センター大
ホール

後援
生涯学習推
進課

18
平成24年7月31日（火）
～8月5日（日）

第29回筑後支部高等学
校書道教員展

福岡県高等学校書道教
育研究部会筑後支部

久留米一番街多目的
ギャラリー

後援
生涯学習推
進課

19

募集：平成24年8月1日
（水）～9月10日（月）
表彰式：平成24年10月
27日（土）

第8回久留米ジュニア川
柳誌上大会

久留米連合文化会
久留米市役所くるみ
ホール

後援
生涯学習推
進課

20
平成24年8月10日（金）

10:00～16：30
筑後地区小学校音楽教育研
究会夏期実技講習会

筑後地区小学校音楽教育研
究会

石橋文化会館小ホール 後援 学校教育課

21 平成24年8月11日（土）
市民歴史講座「ピンチを
チャンスに変えた戦例」

歴史を探訪する市民の
会

荘島コミュニティセンター
2階大ホール

後援
生涯学習推
進課

22
平成２４年８月２５日（土）

18:30～21:00
第19回　みのう音楽祭 みのう音楽祭実行委員会

うきは市（旧吉井町）文化会館
「しらかべホール」

後援
田主丸）
文化スポー
ツ課

23
平成24年8月25日（土）、
8月26日（日）

こども芸術体験講座「忍
者キッズパラダイス
2012」

公益財団法人久留米文
化振興会

勤労青少年ホーム軽運
動室

後援
生涯学習推
進課

報告１－2



24 平成24年8月30日（木） Piano Quatuor 音の森グループ 石橋文化ホール 後援★
生涯学習推
進課

25 平成24年9月2日（日） 五日市剛久留米講演会
ありがとうのまち久留米
実行委員会

久留米商工会議所5階
大ホール

後援
生涯学習推
進課

26
平成24年9月11日（火）
～9月16日（日）

第18回趣味の作品展
久留米市退職中学校長
会

えーるピア2階市民ギャ
ラリー

後援
生涯学習推
進課

27
平成24年9月12日（水）
～9月16日（日）

創元会福岡支部展 創元会福岡支部 石橋美術館 後援
生涯学習推
進課

28 平成24年9月15日（土）

久留米のひと・まちを愛
する「くるめ人グランプリ
2012」～あなたは何が
出来ますか。今、愛しき
故郷の為に！～

社団法人　久留米青年
会議所

久留米商工会館5階大
ホール

後援
生涯学習推
進課

29
平成24年9月28日（金）

13:00～17:00
第51回福岡県中学校進路指
導研究大会「筑後大会」

福岡県中学校進路指導研究
会

久留米市立青陵中学校 後援★ 学校教育課

30 平成24年11月4日（日）
演劇「からくり儀右衛門
～東芝を創った男～」

「からくり儀右衛門」上演
実行委員会

石橋文化会館小ホール 後援★
生涯学習推
進課

31 平成24年11月10日（土）
精神科医越智啓子講演
会

笑いで癒そう会
サザンクス筑後小ホー
ル

後援★
生涯学習推
進課

32
平成24年11月17日
（土）、11月18日（日）

第24回MOA美術館筑後
児童作品展

MOA美術館筑後児童作
品展実行委員会

石橋美術館 後援
生涯学習推
進課

33
平成24年11月20日（火）

13:30～16:50

福岡教育大学研究開発プロ
ジェクト〔2年目〕　現代的教育
課題に応える共同研究の推進
－各教科等における言語活動
の充実－研究発表会（教科・
領域別）

福岡教育大学 久留米市立北野小学校 後援★ 学校教育課

34
平成25年1月5日（土）～13日

（日）
10:00～16:00

２０１２年度久留米ユネスコ協
会子ども絵画展

久留米ユネスコ協会
久留米市庁舎２階ホワイエ及
びアートスペース

後援 学校教育課

35
平成25年1月12日（土）
～1月26日（土）

第11回ジュニア青木繁
展

久留米連合文化会
久留米市役所ホワイエ・
アートスペース

後援
生涯学習推
進課
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36 平成25年1月26日（土）
げきであそぼ！こどもの
ための1日体験教室

特定非営利活動法人舞
台アート工房・劇列車

金丸校区コミュニティセ
ンター大ホール

後援
生涯学習推
進課

37
平成25年3月1日（金）～平成

24年3月14日（木）

久留米広域消防本部防火ポ
スターコンクール（防火ポス
ター募集及び展示会）

久留米広域消防本部
久留米市庁舎2階ホワイエ（予
定）

後援 学校教育課

報告１－4



報告２－１

久留米市スポーツ振興基本計画の見直しについて

１ 見直しの背景

○ 「久留米市スポーツ振興基本計画」は、本市のスポーツ行政を総合的かつ計画的に推進する

ため、平成１９年３月に策定された。本計画は５年を目途に計画全体の見直しを行うこととし

ており、本市のスポーツ行政を取り巻く現状や国の方針等を踏まえた見直しを行う時期にある。

○ 平成２４年３月、国では新たに「スポーツ基本計画」が策定されたことから、同基本計画の

地方公共団体の役割に留意し、市の計画の見直しを行う必要がある。

２ 基本的な考え方

１０年計画の中間見直しであることから、基本理念や基本方針、施策体系等は現行のものを継

続する。また、次のような視点を踏まえ、教育委員会や審議会等の審議を経て見直しを行う。

・中間総括と市スポーツ行政の環境変化

・国の方針や施策

・教育委員会、審議会等の意見やパブリックコメント

３ 計画の対象期間

   ～平成２８年度

４ 検討体制

市スポーツ振興基本計画は、審議会条例の規定に基づきスポーツ推進審議会に諮問し、スポー

ツ行政の環境変化、国の方針・施策、市議会等の意見を踏まえつつ、審議を進めて策定する。

５ スケジュール（案）

２４年 ７月  スポーツ推進審議会開催（以後随時）、市民意識調査実施

１０月  市民意識調査結果速報

１１～１２月  中間まとめ（教育委員会報告）

２５年 １月  パブリックコメント実施

２～３月  最終報告（教育委員会報告）

教 育 委 員 会 資 料

平 成 ２ ４ 年 ７ 月 ３ ０ 日

市民文化部体育スポーツ課

教
育
委
員
会

ス
ポ
ー
ツ

推
進
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議
会

教育委員会・市

議会等の意見
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の環境変化

国の方針・施策

諮
問

答
申

教
育
委
員
会

策
定

見
直
し
計
画

パブリックコメント現計画の中間総括 市民意識調査







日時：平成２４年８月１２日（日） １０時００分～（９０分程度）

会場：筑後川漕艇場（久留米市瀬下町 水天宮下）

対象：どなたでも参加できます（申込先着順：５０名）

受付期間：平成２４年８月１０日（金）まで

申込：ＴＥＬまたはＦＡＸ（市体育スポーツ課まで）

筑後川の雄大な自然にふれながら、参加チームとの交流を楽しもう！

■ 参加料  ： １チーム５，０００円（保険代を含む）

■ チーム編成 ： １チーム１０名（１２名までエントリー可能）

■ 申し込み受付 ： 平成２４年７月３０日（月）～８月２２日（水）まで

□ 所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸもしくは郵送にてお申込ください。

□ 申込書は久留米市ホームページ（http://www.city.kurume.fukuoka.jp/）でダウンロードできます。

また、事務局までご連絡いただければ、郵送にてお送りします。

■ 参加チームのための事前練習会

□ はじめて参加される場合もご安心ください。事前練習会を開催し、Ｅボートインストラクターが、

Ｅボートの操作法を伝授します！！

    日時：平成２４年８月２６日（日）  １０時００分～１１時３０分

    会場：筑後川漕艇場 （久留米市瀬下町 水天宮下）

受付：８時３０分

※雨天決行・予備日なし

▽申込・問合せ先

〒８３０－００４２

久留米市荘島町１１－１（荘島体育館）

筑後川Ｅボートフェスティバル実行委員会

事務局（久留米市市民文化部 体育スポーツ課内）

ＴＥＬ：０９４２－３０－９２２６

ＦＡＸ：０９４２－３８－２２５９



市立小中学校の児童生徒数及び学校規模について

１．現状と課題について

(1) 全国的な状況

今後、さらなる少子化が急速に進み、また、地域間で人口分布が大きく偏ることが予想される

中で、全国的な傾向として学校の小規模化がさらに進んでいくものと見込まれている。

そうした中で、将来にわたって義務教育の機会均等、教育水準の維持・向上を図り、子ども

が「生きる力」をはぐくむことができる学校教育を保障する観点から、学校の適正配置の在り方

について検討することが必要となっている。

(中央教育審議会 初等中等教育分科会資料 抜粋)

(2) 本市の状況

本市においても、今後さらに学校の小規模化が進む【資料１】【資料２】ことが想定され、推

計では、平成 26 年度に浮島小のほか大橋小及び下田小が、平成 30 年度には草野小が複式

学級【資料３】による運営が見込まれる。また、平成 30 年度には６学級（全学年単一学級）以

下の小学校が 16 校に増加する。

注） 小学校の学校規模については、学校教育法施行規則において規定されている。

   第 41 条 小学校の学級数は、12 学級以上 18 学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他

により特別の事情があるときは、この限りでない。

    また、中学校の学校規模についても、同規則第 79 条によりこの規定を準用している。

     さらに、旧文部省が作成した資料「これからの学校施設づくり」(昭和 59 年文部省助成課)にお

いて学校規模を次のように分類している。

学校規模 過小規模 小規模 適正規模

大規模

(統合の場合

の適正規模)

大規模 過大規模

学級数 1～5 6～11 12～18 19～24 25～30 31 以上

(3) 課 題

学校規模によるメリット・デメリットについては、中央教育審議会（初等中等教育分科会）でも

整理されている。【資料４】

本市においても大規模校（小学校・中学校とも 19 学級以上）と小規模校(小学校・中学校とも

12 学級未満)の学校がそれぞれ存在しているが、特に教育上の課題として緊急の対応を要す

るのは、過小規模といわれる複式学級の運営を行なう学校と考えられる。

教育委員会資料

平成 24 年７月 30 日
教育部 学務課



２．教育課題に係る検討状況について

(1) 久留米市立小中学校通学区域審議会の開催状況

久留米市立小中学校通学区域審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立小中学校の通

学区域及びその他通学区域に関し必要な事項について調査審議し、意見を答申することとし

ている。平成 23 年度は 2 回の通学区域審議会を開催し、学校規模に関する報告等も行なっ

た。

開催日 主な議題 概   要

H23.10.5 児童・生徒数の状況

選択制・指定校変更の状況

H23.5.1 現在の児童生徒数を基に、H28 年

度までの推計値を提示、検討を行なった。

小森野小から櫛原中への進学希望状況、

津福小から荒木中への進学実績など、現通学

区における検討課題を確認。

H23.12.16 西国分小の取り扱い

小規模校の対応

これまでの児童数状況からやや減少化傾

向が現れ、その後の安定化が見込まれる。

小規模校について早急に答えを出すべき

ではない。単純に標準化を急ぐべきでない。

(2) 近隣自治体の状況

特徴 住民の反応等

大牟田市 H18.H22 年度に周辺部の統廃合に着

手（かつて分割した学校の再統合）

H23.2 市立学校整備第二次実施計

画策定

H24.4 廃校予定であった上内小につ

いて、地域の要望により特例的に市内

全域から募集を行なう小規模特認校

【資料５】の実施へ方針転換

市立上内小の統合反対運動の発生

H24.4 転入児童 1 名を受け入れ

筑後市 H24.4 市立下妻小学校で複式学級

を避けるための特別転入学制度（小規

模特認校）を実施

「きめ細かな指導」「豊かな体験活動」

を示し、児童増加を図る

H24.4 転入児童 13 名を受け入れ、複式

学級対象学年に 9 名の転入があったため

複式学級を回避

みやま市 H22.12 学校規模適正化委員会最

終答申

H23.3 小中一貫教育を取り入れた

市立小中学校再編計画（案）作成

検討委員会主導で方針案を整理

ＰＴＡには複式学級解消への一定の理解

あり

H24.6 統合学校施設の整備方針につい

て保護者・住民と調整中

（参考）報道記事等【資料６】



３．今後の取組みについて

(1) 内部組織による調査・研究

教育委員会内にプロジェクトチームを設置し、市立小･中学校の適正配置について先進事例

や関係法令についての情報収集を継続するとともに、実施に向けた調査・研究をすすめる。

(2) 久留米市立小中学校通学区域審議会における課題検討

教育委員会の諮問機関である久留米市立小中学校通学区域審議会において、市立小･中

学校の適正配置についての課題報告と課題解決のための審議等を行なっていく。

(3) 西国分小学校における一方的学校選択制の制度見直し

過大規模校解消を目的として西国分小学校が実施してきた一方的選択制について、制度見

直しを行なう。



学校数

↓ 平成24年度 ※1、2年生のみ35人学級

16

15

14
下田

67

13
大橋

84

12
柴刈

98

11
草野

102

10
水分

104

9
船越

108

8
水縄

109

西牟田

291

7
金島

114

京町

296

6
川会

124

安武

307

5
山本

128

小森野

328

4
竹野

133

御井

339

3
弓削

139

三潴

362

2
青木

154

城島

235

田主丸

369

南薫

357

善導寺

436

鳥飼

487

金丸

573

津福

643

宮ノ陣

622

1
浮島

22

大城

186

青峰

184

荘島

213

江上

241

犬塚

308

長門石

431

日吉

410

篠山

469

山川

459

大善寺

498

北野

507

高良内

580

東国分

654

上津

686

合川

757

荒木

777

西国分

907

南

1061

学級数

→
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

学校数

↓ 平成26年度 ※1、2年生のみ35人学級

16

15

14

13

12
草野

89

11
柴刈

92

10
水分

94

9
水縄

113

8
船越

114

7
金島

118

安武

309

6
竹野

121

西牟田

309

5
山本

124

小森野

327

4
青木

131

田主丸

342

3
川会

131

大城

207

三潴

358

犬塚

340

金丸

610

2
下田

46

弓削

135

江上

213

善導寺

402

御井

352

日吉

418

大善寺

478

北野

504

高良内

594

東国分

655

1
浮島

20

大橋

63

青峰

169

荘島

193

城島

244

京町

280

長門石

407

南薫

357

山川

456

篠山

489

鳥飼

485

宮ノ陣

534

津福

639

上津

678

合川

795

荒木

772

西国分

851

南

1077

学級数

→
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

学級数の推計（小学校）

過小規模(3) 小規模(17) 標準規模(17) 大規模(8) 過大規模(1)

過大規模過小規模(1) 小規模(19) 標準規模(18) 大規模(8)

資料１



学校数
↓ 平成30年度 ※1、2年生のみ35人学級

16

15

14

13

12
柴刈

61

11
金島

92

10
水分

96

9
青木

107

京町

280

8
山本

108

田主丸

300

7
水縄

109

安武

323

6
竹野

112

西牟田

326

5
船越

113

善導寺

335

4
弓削

135

三潴

345

3
川会

138

犬塚

346

長門石

411

2
下田

19

大橋

49

江上

140

荘島

200

小森野

366

御井

427

山川

462

北野

506

高良内

655

西国分

787

1
浮島

21

草野

64

青峰

143

大城

209

城島

269

日吉

403

南薫

457

宮ノ陣

471

大善寺

547

篠山

521

鳥飼

607

金丸

657

東国分

683

津福

738

荒木

761

上津

795

合川

973

南

1079

学級数

→
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

【小規模校】

　・  浮島小学校に加え、H26年度より下田小学校（H26:5学級、H30:3学級）、大橋小学校（H26:5学級、H30:5学級）、

　  草野小学校（H30:5学級）が複式学級となる

　・  H30には、クラス替えがない6学級以下の学校が16校となる

　・  H24とH30を比較し、学級数が減少する学校が11校となる　※上記H30資料2重囲みの学校

【大規模校】

　・  南小学校が過大規模校となる。（H26：32学級、H30：32学級となり、最小の下田小学校との児童数差は1,060人）

　・  合川小学校の大規模化が進行するが、当面過大規模校にはならない

　・  過大規模解消を目的として、一方的選択制を実施してきた西国分小学校は児童数が減少する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （26年度入学分より制度見直し）

過大規模(1)過小規模(4) 小規模(15) 標準規模(17) 大規模(9)



学校数

↓ 平成24年度
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4
三潴

430

3
城島

401

北野

486

2
高牟礼

280

屏水

374

筑邦西

481

良山

700

1
櫛原

187

青陵

284

宮ノ陣

374

荒木

379

明星

461

江南

544

田主丸

604

牟田山

643

城南

728

諏訪

786

学級数

→
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

学校数

↓ 平成26年度
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
三潴

432

4
城島

382

3
筑邦西

447

2
高牟礼

290

荒木

401

諏訪

754

1
櫛原

194

青陵

294

宮ノ陣

347

屏水

372

明星

428

北野

480

田主丸

549

江南

563

牟田山

634

良山

723

城南

764

学級数

→
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

大規模(2)

学級数の推計（中学校）

過小規模(0) 小規模(5) 標準規模(9) 大規模(3) 過大規模(0)

過大規模過小規模(0) 小規模(4) 標準規模(11)

資料2



学校数
↓ 平成30年度
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
高牟礼

298

城島

327

2
青陵

274

屏水

348

三潴

471

諏訪

749

1
櫛原

169

宮ノ陣

275

筑邦西

379

荒木

382

明星

377

北野

454

江南

530

田主丸

535

牟田山

625

良山

702

城南

750

学級数

→
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

過大規模(0)過小規模(0) 小規模(8) 標準規模(6) 大規模(3)



資料３

【複式学級】

複式学級 とは「児童又は生徒の数が著しく少ないかその他特別の事 情がある場合にお

いては、政令で定めるところにより、数学年の児 童又は生徒を一 学級に編成」する学 級を

いう。

（公立義務教 育諸学 校の学級編制 及び教職 員 定数の標準に関する法律 第 3条）

■ 複式学級の編制基準

「小学 校では、二の学年の児童 数の合計が16人以下の場合 一学 級編 制とする。ただし、

第一学年の児童 を含む学 級にあっては8人以下を一学級 編制とする。」「中学 校では、8

人以下は一学級 編制とする。」

⇒ 福岡県教育委 員会は国が示した標準をもとに学級編制基準 (国と同様)を定め、県費

負担教員 を配置する学級編 制を決 定している。

■ 具体的な複式学級の編制のイメージ

[例] 小学 校の場合

■ 浮島小学校の変遷

年
度

1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 児童数計 学級数計

H18 2 8 8 11 8 10 47 6

H19 6 2 8 8 10 8 42 4

H20 2 6 2 7 7 11 35 4

H21 3 2 6 2 8 7 28 3

H22 4 3 2 7 2 8 26 3

H23 2 4 3 1 8 2 20 3

H24 4 2 4 3 1 8 22 3

  ※太枠 ・網掛 は複式学級 を示す。

H19 年 度から「1 年＋2 年」及 び「3 年＋4 年」の複式学級、H21 年度 からは「5 年＋6

年」も複式学級 となって以降、全体 で 3 学級 編 制が継続している。

２年生

5 人

3 年生

10 人

1 年生

４人

16 人以下なので

複式学級となる

8 人を超えるので

複式とならない



■ 下田小学校の推計変遷

年
度

1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 児童数計 学級数計

H24 9 8 17 3 15 15 67 6

H25 3 9 8 17 3 15 55 6

H26 4 3 9 8 17 3 44 5

H27 3 4 3 9 8 17 44 4

H28 1 3 4 3 9 8 28 4

H29 4 1 3 4 3 9 24 3

■ 大橋小学校の推計変遷

年
度

1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 児童数計 学級数計

H24 7 13 18 10 16 20 84 6

H25 4 7 13 18 10 16 68 6

H26 10 4 7 13 18 10 62 5

H27 5 10 4 7 13 18 57 5

H28 13 5 10 4 7 13 52 4

H29 10 13 5 10 4 7 49 4



学校規模学校規模学校規模学校規模によるによるによるによるメリットメリットメリットメリット・・・・デメリットデメリットデメリットデメリット（（（（例例例例））））
※学校の適正配置に関して都道府県・市町村が作成している計画等を参考に文部科学省において作成

メリット デメリット メリット デメリット
集団の中で、多様な

考え方に触れる機会や
学びあいの機会、切磋
琢磨する機会が少なく
なりやすい。

1学年1学級の場合、
ともに努力してよりよ
い集団を目指す、学級
間の相互啓発がなされ
にくい。

運動会などの学校行
事や音楽活動等の集団
教育活動に制約が生じ
やすい。

運動会などの学校行
事や音楽活動等の集団
教育活動に活気が生じ
やすい。

中学校の各教科の免
許を持つ教員を配置し
にくい。

中学校の各教科の免
許を持つ教員を配置し
やすい。

児童・生徒数、教職
員数が少ないため、グ
ループ学習や習熟度別
学習、小学校の専科教
員による指導など、多
様な学習・指導形態を
取りにくい。

児童・生徒数、教員
数がある程度多いた
め、グループ学習や習
熟度別学習、小学校の
専科教員による指導な
ど、多様な学習・指導
形態を取りやすい。

部活動等の設置が限
定され、選択の幅が狭
まりやすい。

様々な種類の部活動
等の設置が可能とな
り、選択の幅が広がり
やすい。

児童・生徒相互の人
間関係が深まりやす
い。

クラス替えが困難な
ことなどから、人間関
係や相互の評価等が固
定化しやすい。

クラス替えがしやす
いことなどから、豊か
な人間関係の構築や多
様な集団の形成が図ら
れやすい。

異学年間の縦の交流
が生まれやすい。

集団内の男女比に極
端な偏りが生じやすく
なる可能性がある。

切磋琢磨すること等
を通じて、社会性や協
調性、たくましさ等を
育みやすい。

切磋琢磨する機会等
が少なくなりやすい。

児童・生徒の一人ひ
とりに目がとどきやす
く、きめ細かな指導が
行いやすい。

組織的な体制が組み
にくく、指導方法等に
制約が生じやすい。

学校全体での組織的
な指導体制を組みやす
い。

全教職員による各児
童・生徒一人ひとりの
把握が難しくなりやす
い。

小　規　模　化 大　規　模　化

【学習面】 児童・生徒の一人ひ
とりに目がとどきやす
く、きめ細かな指導が
行いやすい

集団の中で、多様な
考え方に触れ、認め合
い、協力し合い、切磋
琢磨することを通じ
て、一人ひとりの資質
や能力をさらに伸ばし
やすい。

全教職員による各児
童・生徒一人ひとりの
把握が難しくなりやす
い。

学校行事や部活動等
において、児童・生徒
一人ひとりの個別の活
動機会を設定しやす
い。

学校行事や部活動等
において、児童・生徒
一人ひとりの個別の活
動機会を設定しにく
い。

【生活面】 学年内・異学年間の
交流が不十分になりや
すい。

資料4



メリット デメリット メリット デメリット
全教職員間の意思疎

通が図りやすく、相互
の連携が密になりやす
い。

教職員数が少ないた
め、経験、教科、特性
などの面でバランスの
とれた配置を行いにく
い。

教員数がある程度多
いため、経験、教科、
特性などの面でバラン
スのとれた教職員配置
を行いやすい。

学校が一体となって
活動しやすい。

学年別や教科別の教
職員同士で、学習指導
や生徒指導等について
の相談・研究・協力・
切磋琢磨等が行いにく
い。

学年別や教科別の教
職員同士で、学習指導
や生徒指導等について
の相談・研究・協力・
切磋琢磨等が行いやす
い。

一人に複数の校務分
掌が集中しやすい。

校務分掌を組織的に
行いやすい。

教員の出張、研修等
の調整が難しくなりや
すい。

出張、研修等に参加
しやすい。

施設・設備の利用時
間等の調整が行いやす
い。

子ども一人あたりに
かかる経費が大きくな
りやすい。

子ども一人あたりに
かかる経費が小さくな
りやすい。

特別教室や体育館等
の施設・設備の利用の
面から、学校活動に一
定の制約が生じる場合
がある。

【その他】 保護者や地域社会と
の連携が図りやすい。

PTA活動等における
保護者一人当たりの負
担が大きくなりやす
い。

� PTA活動等におい
て、役割分担により、
保護者の負担を分散し
やすい。

保護者や地域社会と
の連携が難しくなりや
すい。

【学校運
営面・財
政面】

教職員相互の連絡調
整が図りづらい。

小　規　模　化 大　規　模　化



資料５

【小規模特認校】

小規模特認 校は、平成 9 年に文部科 学省が示 した通学区域の弾力的 運用方法の 1

つ。例 えば、自 然 環 境 に恵 まれた小 規 模 の学 校 で、心 身 の健 康 増 進 を図 り、豊 かな人

間性 を育てる特 徴ある教育 をし、市 内に居 住する児 童が通 学区 域にかかわりなく入 学申

し込みができるようにする制度

⇒ 魅力ある教育活 動を行 っている小規 模の学 校に全市域から入学 できるようにする。

■ 小規模特認校の導入について

・ 市教委で特認校 として指定すれば制度的 には導入可能である。

・ 導 入 校 においては、他 校 にない「特 徴 ある教育 」や学 校 と保 護 者 、地 域 が一 体 とな

った協働による取 組が必要となる。

・ 通学区域が全市域 となるため、保護者の送 迎またはスクールバスが必要になる。

・ 制度を導入すると一 定期間継 続しなければならない。

■ 先進他市の事例

○ 近隣自治体での導入例

平成２４年度から、以下の２市（２校）で導入 されている。

  ・ 大牟田市：上内小学 校 （特認校 制度利 用児童数：１名）

・ 筑後市：下妻 小学校  （特認校 制度利用 児 童数：13 名、

うち 9 名は複式学級対 象学年へ）
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陰料6‐ JI

安永努校長 下妻小学校

下妻小学校では、学力向上のために、きめ細やかな指導を行し`ますきまた、心と体と人間関係作

りのために、豊かな体験活動を行います。担任を中心に全職員で、子どもの様子を見守りt指導す

る体制をとつています。122年 目の下妻小 _学校、く皆さんの転入学をお待ちしています。

読み・書き

【お知らせ】平成24年 2月 15
・ どうぞ、ご参カロくだ

友だちづく

(鍛錬遠足)

り活動 (全校遊び)

茎イヒ汚動 (全校合甲)

日 (水)の 13:50～ 14:35に 授業公開をします。

さい。                      '

下妻小学校連絡先  i
住所 〒833-0021 筑後市大字下妻1317

TEL:0942-53-2618
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教 育 委 員 会 資 料

平成 24年 7月 30日

市 民 文 化 部

平成２４年７月大雨による被害について（報告）

■ 平成 24年 7月に発生した大雨による市民文化部所管施設の被害状況については、下記のとお

りです。

施設等 被害状況 対応状況

田主丸そよ風ホール 北側駐車場冠水。ヘドロ堆積。 ヘドロ撤去済

城島インガットホール ①南側駐車場冠水による浄化槽の故障。 浄化槽修繕済

青少年ふれあいセンター外（共

通部分）

①施設周辺冠水のため堆積物あり

②キュービクル浸水による施設停電

③浄化槽及びポンプ室浸水のため浄化槽

停止

④受水槽併設のポンプ浸水のため給水停

止

⑤床上浸水

①撤去処理中

②復旧済

③浄化槽は部品を借用し、代替

で運転している。

④受水槽ポンプ修繕済

⑤排水処理・乾燥作業・消毒作

業

三潴農村環境改善センター ①雨漏りによる１階天井部分の一部落下

②雨漏りによる大量の雨水流出

※雨漏り１４箇所

①落下物の撤去作業済

②排水処理・乾燥作業

城島図書館 一部雨漏りにより、センサー落下。 天井に穴を開け、雨水が溜まら

ないよう処理。崩落箇所は立入

禁止。

北野筑後川グラウンド グラウンド表面の砂は流され、大量の泥

がたまっている。

今後、泥等の撤去を予定

田主丸柳瀬サッカーコート グラウンド表面の砂は流され、大量の泥が

たまっている。サッカーゴールの流出。

今後、泥等の撤去を予定

田主丸テニスコート 砂入り人工芝の砂が流されている。Ａコー

ト人工芝が破損。

今後、人工芝の修繕を予定

田主丸ソフトボール場 グラウンド表面の砂は流され、側溝がつま

っている。

今後、砂敷詰め、側溝浚渫を予

定

甲塚古墳（藤山町） 古墳の法面が一部崩壊している。道路への

影響はない。

立入り禁止で安全確保してい

る。

高良山神龍石（御井町） ①高良山金明竹横の参道が崖崩

②高良山旧宮司邸横の崖崩・石垣崩壊

③神籠石敷地内の良山団地付近が崖崩れ

により、排水溝を土砂と樹木が塞でいる。

①～②立入り禁止とし安全確

保している。

③排水溝を塞いでいる土砂と

樹木を撤去し、応急処理をし

ている。



教育委員会定例会資料

平成 24年 7月 30日
教 育 部 施設整備課

1    大雨等による学校施設の被害状況について

大雨及び落雷等による学校施設の被害にらいては、小学校5校 。中学校2校で発生し、被

害総額は現時点で判明している分で、軌850千円(見込)と ならております。
いずれの被害にういても、現地確認後、速やかに業者等

^依
頼し、復旧作業等を行つてお

ります
`

【被害の概要】

被害内容 内訳

落雷による被害 小学校 3校

浸水による浄化槽設備被害 小学校 2校

大雨によるグラウン ド土砂流出 中学校 1校

学校敷地の法面の一部崩壊 中学校 1校

【学校別一覧(発生日順)】

発生 日 学校名 被害内容 被害額(見込)

7月 3日 屏水中学校 屏水中学校運動場に隣接するグラウンド南

側用排水路の土留め擁壁の倒壊によりt用排

水路が氾濫しグラウンド敷地に流入し、表層

土が流失  |

1,800千円

7月 4日 南薫小学校 グラウン ド中央部に落雷したことにより、電

話・放送・エレベ‐夕設備等の弱電設備機材

の基盤等に被害   ‐   ‐

2,700千円

7月 14日 城島小学校 浄化槽設備が浸水により、流量調整槽ブロア

■ 1台が破損
100千円

7月 14日 大橋小学校 浄化槽設備が浸水により、ばっ気槽ブ■アー

3台が破損
200千円

7月 20日 草野小学校 落雷により、電話・テレビアンテナ設備など

の弱電設備機材に損傷|

350千円

7月 20日 川会小学校 落雷により、電話・放送設備などの弱電設備

機材に損傷
350千円

7月 20日 良山中学校 北西面の学校敷地で、大雨により法面が二部

崩壊し小規模の崖崩れが発生
350千円



                            

                            

         いじめの実態について

１ 生徒指導月例報告「いじめ」問題報告・対応状況

（１）平成２２年度、２３年度 いじめの認知件数

小学校 中学校 計

認知学校数 認知件数 認知学校数 認知件数 認知学校数 認知件数

22 年度 ８ １２ ９ ２４ １７ ３６

23 年度 ５ ６ １０ ２７ １５ ３３

増減 －３ －６ ＋１ ＋３ －２ －３

※ いじめの認知件数は、18 年度小 70 件・中 67 件、19 年度小 24 件・中 23 件、20 年度

小 15 件・中 11 件、21 年度小 10 件・中 17 件となっている。

※ 23 年度いじめ事案について、小学校 4 件、中学校 18 件が解消。その他の事案につい

ては定期的に教育相談等を実施。継続的支援によって本年度当該児童生徒のいじめ事

案の報告は無。

（２）平成２４年度 いじめの認知件数（４～６月「月例報告」7 月 25 日現在）

4 月   5 月     6 月 合計

認知学校数 認知件数 認知学校数 認知件数 認知学校数 認知件数 認知学校数 認知件数

小学校 ０ ０ ０ ０ ２ ２   ２ ２

中学校 １ １ ６ ６ １ ２ ８ ９

※ 24 年度のいじめ事案については、小学校 1 件、中学校 3 件が解消。その他の事案につ

いても、定期的に教育相談等を実施している。

２ 教育相談員等が受けた電話相談等

（１）平成２２年度、２３年度 いじめに係る教育相談件数

いじめと思われる

相談事案   件

解消事案 件

      （％）

一定の解消で見守

り事案 件（％）

不明（匿名、卒業等

で特定できない）

小   １０    ２（20％）   ４（40％）    ４H22

中 ２０    ４（20％）   ２（10％）    １４

小   ６    ４（67％） １（17％）    １H23
中 ５ １（20％） １（20％）    ３

（２）平成２４年度 いじめに係る教育相談件数（４～６月）

4 月    5 月     6 月 合計

相談学校数 相談件数 相談学校数 相談件数 相談学校数 相談件数 相談学校数 相談件数

小学校 ０ ０ ２ ２ ３ ４   ５ ６

中学校 ３ ３ ４ ４ ０ ０ ７ ７

※24 年度 4 月～6 月に教育相談員の電話に寄せられたいじめに係る事案は、小学校 6 件、

中学校 7 件である。そのうち、解消した事案が 6 件、一定の解消が図られた継続見守り事

案が 7 件である。なお、教育相談の内容は、確実に各学校の管理職に状況を報告、説明し、

確認するとともに、保護者との連絡をとり適切な対応をするように指導助言する。

教育委員会資料

平成 24 年 7 月 30 日

   教育部 学校教育課




